
宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１ 県は、旅客運送事業者の生産性向上及び経営基盤の強化を図るため、予算の範囲内において宮城

県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その

交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助事業者）  

第２ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げる要件を全て満たす

者とする。 

（１）宮城県内に本店を有し、以下の事業を営む者（公営企業を除く。）であること。 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事

業 

イ 道路運送法第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業 

ウ 道路運送法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業（一人一車制個人タクシー事

業を除く。） 

（２）消費税及び地方消費税並びに地方税の全ての税目を滞納していない者であること。 

（３）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しな

い者であること。 

 

（補助対象事業） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業に関する生産性向上又は経営基盤の強化に資

する取組とする。 

（１）道路運送法第３条第１号イに基づく一般乗合旅客自動車運送事業（ただし、業務効果が専らコミ

ュニティバスに関するものは除く。） 

（２）道路運送法第３条第１号ロに基づく一般貸切旅客自動車運送事業 

（３）道路運送法第３条第１号ハに基づく一般乗用旅客自動車運送事業 

２ 前項の規定にかかわらず、県が実施する他の補助金等の交付を受けて実施する取組については、補

助対象事業としない。 

 

（補助対象経費及び補助率）  

第４ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助率は、別表のとおり

とする。 

２ 前項の規定により算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（公募及び採択） 

第５ 知事は、補助金の交付を受けようとする者を公募するものとする。 



２ 知事は、前項の規定による応募があったときは、別に定める公募要領に基づき審査を行い、予算の

範囲内において採択する事業を決定し、応募者に対し採否等を通知するものとする。 

 

（交付の申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者は、知事が別に定める期日までに、規則第３条第１項の規定に

よる補助金等交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。  

２ 前項の補助金等交付申請書を提出することができる者は、第５第２項の採択の通知を受けた者に限

る。 

３ 第１項の補助金等交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕

入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の規定による仕入れに係る地方消費税額として控除できる部分の金額の合

計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、

これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方

消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。 

４ 第１項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助事業計画書 

（２）事業費所要額調書 

（３）見積書等 

（４）その他知事が必要と認める書類  

５ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについて

は、その添付を省略させることができる。 

 

（交付の決定） 

第７ 知事は、第６の規定による補助金等交付申請書の提出を受けたときは、内容を審査して規則第４

条に基づき、予算の範囲内で交付額の決定を行い、申請者に対しその旨を通知するものとする。 

２ 知事は、前項の交付決定を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税

額について、補助金の交付申請時において明らかでないものについては、これを含めて交付決定を行

うものとする。 

３ 知事は、第６第３項のただし書による交付の申請がなされたものについては、当該補助金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定時において減額を行うこととし、その

旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付の条件）  

第８ 規則第５条の規定により付する条件は、様式第２号に定めるとおりとする。 

 

（軽微な変更） 

第９ 規則第５条第１項の知事の定める軽微な変更は、次のとおりとする 



（１）事業内容に変更が生じない総事業費の３０％以内の増減 

（２）事業内容に変更が生じない補助金額の３０％以内の減 

 

（変更の承認の申請等） 

第１０ 規則第５条第１項第１号又は第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は、様式第３

号を知事に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）補助事業計画書 

（２）事業費所要額調書 

（３）見積書等 

（４）その他知事が必要と認める書類  

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業の 

遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。  

 

（交付決定前着手）  

第１１ 補助事業の着手は、原則として規則第６条の規定による補助金の交付決定後に行うものとす

る。ただし、やむを得ない事由により、当該交付決定前に事業に着手する必要があるときは、あらか

じめ宮城県旅客運送事業者経営強化支援事業費補助金事前着手届（様式第４号）を知事に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助事業の経理等） 

第１２ 補助事業者は、補助事業の経費についての帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明確に

区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を整備するとともに補助事業が完了（廃止の承認を受けた

場合を含む。）した日の属する年度の翌年度から起算して５年間、知事の要求があったときは、いつ

でも閲覧に供せるよう保管しておかなければならない。 

 

（実績報告）  

第１３ 規則第１２条第１項の規定による補助事業等実績報告書は、様式第５号によるものとする。  

２ 前項の実績報告書は、補助事業の完了した日から起算して３０日を経過した日又は知事が別に定め

る日のいずれか早い日までに提出しなければならない。 

３ 第６第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、補助事業等実績報告書を提出する

に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを当

該補助金から減額して報告しなければならない。 

４ 規則第１２条第１項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のと

おりとする。 

（１）補助事業実績書（様式第５号別紙１） 

（２）事業費支出明細書（様式第５号別紙２） 



（３）取得財産等管理台帳（様式第５号別紙３） 

（４）見積書、契約書、納品書、請求書及び領収書（支払完了を証する書類）等の写し 

（５）成果内容の概要が分かる資料 

（６）その他知事が必要と認める書類 

５ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについて

は、その添付を省略させることができる。 

 

（補助金の交付方法） 

第１４ 補助金の交付は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただ

し、知事は、事業の遂行上必要と認めるときは、規則第１５条ただし書の規定により概算払により交

付することができるものとし、その請求書は様式第６号によるものとする。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合

は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０.９５パーセントの割合で計算

した延滞金を徴するものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１５ 第６第３項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第１３第１項の補助事業等実

績報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場

合には、その金額を様式第７号により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受けてこ

れを返還しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部の

返還を命ずるものとする。 

 

（財産の管理等） 

第１６ 補助事業者は、補助事業が完了した後においても補助事業により取得し、又は効用の増加した

機器等（以下「取得財産等」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的

に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるとき

は、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（処分の制限を受ける期間） 

第１７ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする。 

２ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分

しようとするときは、あらかじめ様式第８号による申請書を知事に提出して、その承認を受けなけれ

ばならない。 



３ 第１６第２項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

 

（処分制限の対象となる財産） 

第１８ 規則第２１条第２号の規定に基づく知事が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価

５０万円以上の機械及び器具等とする。 

 

（雑則）  

第１９ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則   

この要綱は、令和７年１２月２６日から施行する。 

  



別表 

事業内容 補助率 

（１）生産性の向上、経営基盤の強化に資する取組（（２）の取組を除く。） １／２以内 

（２）キャッシュレス決済機器の導入に関する取組 １／３以内 

 


